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第５７号議案説明資料 

令和８年６月３０日 

件  名 
足立区介護保険事業者支援施設の大規模改修工事の実施に関する基本協

定の締結について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢福祉課 

内  容 

１ 概要 

  以下の足立区介護保険事業者支援施設は、開設から３３年を経過し大規

模改修が必要であるため、現施設使用者である社会福祉法人聖風会と大規

模改修工事に関する協定を締結する。 

名 称 所 在 

特別養護老人ホーム扇 東京都足立区扇一丁目５２番２３号 

高齢者在宅サービスセンター扇 同 

 

２ 協定内容 

（１）協定の名称   足立区介護保険事業者支援施設の大規模改修工事の 

実施に関する基本協定書 

（２）協定金額    １，０００，０００，０００円（負担上限額） 

（３）協定の相手方  東京都足立区花畑四丁目３９番１０号 

社会福祉法人 聖風会 理事長 近藤 常博 

（４）協定締結予定日 令和８年７月８日 

（５）協定期間    協定締結の日から令和１１年３月３１日 

（６）改修工事の概要 

① 主要電源設備の架台への移設を含む電気設備工事 

② 屋上・外壁改修工事 

③ 給排水衛生設備工事 

④ 特養居室を含む内装工事 

 

３ 今後の方針 

  虚弱で高齢な入居者が生活している状態での居ながら工事となるため

法人主導の工事とし、安全と健康に最大限配慮する。 

 

４ その他 

令和８年度支出予定額           ３３７，８９１千円 

（６月補正予算に計上予定） 

令和９年度～１０年度支出予定額 ６７３，７０９千円 

                 (６月補正予算で債務負担設定予定) 

   ※ 上記については、大規模改修期間中の小破修繕費（５，０００千円

／年）を含む。支払いについては、別途負担金支払いに関する協定

を法人と締結予定。 
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第５８号議案説明資料 

令和８年６月３０日 

件  名 
債権の放棄について 

（生業資金貸付金債権） 

所管部課名 福祉部 福祉管理課 

内  容 

１ 概要 

  生業資金貸付金において、借受人は死亡、連帯保証人（借受人の相続

人）は著しい生活困窮状態にあり、今後の返済が困難であることから、

債権を放棄する。 

 

２ 内容 

（１）債権  

種類       足立区生業資金貸付金 

貸付決定日    平成１２年８月９日 

貸付理由     借受人の生花販売業の車両購入資金 

貸付決定額    ２，０００，０００円 

償還期間     平成１３年４月から平成１８年３月末日まで 

最終納付日    平成２７年２月１７日 

（２）債務者 

借受人      足立区西竹の塚在住者、８１歳（死亡） 

連帯保証人    足立区竹の塚在住者、６９歳 

（３）放棄する債権の額 １，５２５，３０７円（元利金及び延滞金） 

 

３ 経過 

別紙「生業資金貸付金「債権放棄」経過について」参照 

 

４ 債権放棄の理由 

（１）借受人は平成２７年７月２日付で死亡。借受人の配偶者はすでに死

亡しており、法定相続人は長男と二男。二男については、平成２９年

８月２日に相続放棄の申述がなされているため、長男が唯一の相続人

である。 

（２）連帯保証人は、法定相続人でもある借受人の長男。年齢は６９歳、

脊柱管狭窄症のため就労することができず、妻の収入のみで暮らして

おり、見るべき財産の所有はなく、連帯保証人と妻の世帯収入は生活

保護基準額を４万円程上回る程度である。 

（３）借受人はすでに死亡しており、連帯保証人は生活困窮状態にあるこ

とから、令和７年１２月２５日開催の「足立区債権等処理判定委員会

」において、債権放棄が妥当との答申を得た。 

（４）以上の理由から、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基づ

く議決事件として債権を放棄する。 
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５ 今後の方針 

  本貸付金の新規貸付はすでに終了しており、令和４年度に特別収納対

策課と協議し、全件の処理方針を決定した。これに基づき、引き続き適

切な債権処理に努めていく。 

 

６ 「足立区債権等処理判定委員会」とは 

  区の債権回収を迅速かつ適切に行うため、足立区債権等処理判定委員

会設置条例に基づき設置された区の附属機関。 

委員構成は、学識経験者４名、民生・児童委員１名の５名から成る。 

 

 委員構成 

 役職 職業等 

学識経験者 委員長 弁護士 

副委員長 弁護士 

委員 大学教授 

委員 税理士 

民生・児童委員 委員  
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生業資金貸付金 「債権放棄」経過について 
 

１ 貸付決定日 
平成１２年８月９日 

２ 貸付理由 
借受人の生花販売業の車両購入資金 

３ 償還期間 
平成１３年４月から平成１８年３月末日まで 全６０回 

４ 徴収決定額及び返納済額、放棄する債権の額等 

【①償還決定額】        ２，０２０，３０７円 

      〈内訳〉ア（元金）  ２，０００，０００円 

          イ（利子）     ２０，３０７円 

【②償還済額】           ４９５，０００円 

      〈内訳〉ア（元金）    ４８９，９００円 

          イ（利子）      ５，１００円 

【③放棄する債権額】      １，５２５，３０７円（③＝①－②） 

      〈内訳〉ア（元金）  １，５１０，１００円（③ア＝①ア－②ア） 

          イ（利子）     １５，２０７円（③イ＝①イ－②イ） 

５ 催告書送付履歴 

年度 発行日 送付対象者 

平成２７年度 ２月２５日 連帯保証人 

平成２８年度 ５月２４日、１２月１４日、２月２４日 連帯保証人 

平成２９年度 ５月２４日、１２月１４日、２月２６日 連帯保証人 

平成３０年度 ５月２４日 連帯保証人 

６ 対応経過等 
（１）借受人 

   区は平成１２年８月９日付で、借受人が江東区大島において個人で営んでいた
生花店の車両購入資金として２００万円を貸し付けた。当該貸付の連帯保証人は
借受人の長男である。 
借受人は償還開始当初から滞納し、区からの電話催告にもかかわらず、病気に

よる入退院を繰り返していたことや生花店の売上げが減少していたこと等により
約定による償還（月額３３，６７３円）を一度も行わないまま、平成１４年に生
花店を閉店した。 
その後、借受人との交渉により月額５千円の分納が約束され、平成１５年１０

月に１万円が初回納付された。以降は平成２７年２月まで、５千円から１万円の
範囲で断続的に分納されたが、平成２７年７月に借受人は死亡した。 

 

 
 
 

別紙 
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（２）連帯保証人 

時期 対応項目 内容 結果 

令和３年７月 債権差押
命令申立 

① 区が債権の存在確認の
訴えを提起 

 
② 区の請求を認容する判

決が確定 
 
③ 東京地方裁判所より債

権差押命令が送付 

④ 連帯保証人の預貯
金残高は８０３円
と判明 

 
⑤ 取立てを進めても

実益に乏しく、債
権差押え手続きを
取り下げ 

 

⑥ 債権放棄の可否を
債権等処理判定委
員会に諮問する方
針に変更 

令和３年 
９月３日 

債権等処
理判定委
員会に諮
問（１回
目） 

⑦（⑥の結果） 
債権放棄の可否を諮問 

⑧ 結果「反対」 
 
⑨ 債務整理の対象と

なっている総債権
者数や総債権金額
を確認すること 

令和４年 

１月１４日 

債権等処

理判定委
員会に諮
問（２回
目） 

⑩（⑨の結果） 

債権者数は１０件、金
額は約２，７００万円
と判明 
 

⑪ 債権放棄の可否を諮問 

⑫ 結果「反対」 

 
⑬ 連帯保証人の近況

（生活状況、収入
状況等）を調査す
ること 

令和７年 
１２月２５日 

債権等処
理判定委
員会に諮
問（３回
目） 

⑭（⑬の結果） 
連帯保証人宅を訪問し
本人と面会、近況を聴
取 

 
⑮ 連帯保証人は破産費用

の捻出が困難 
 
⑯ 世帯収入は生活保護基

準をわずかに上回る程
度 

 
⑰ 債権放棄の可否を諮問 

⑱ 結果「放棄妥当」 
 

 
   借受人の配偶者は既に死亡しており、法定相続人は長男（当該貸付の連帯保証

人）及び二男であったが、二男については、平成２９年８月２日に相続放棄の申
述がなされているため、長男が唯一の相続人である。 

   連帯保証人に償還を促すため、平成２７年度から平成３０年度にかけて８回の
文書催告を行ったが、連帯保証人は脊柱管狭窄症を発症し就労が困難になったこ
とや、生業資金の他にも多額の負債を抱えていること等を理由に、一度も償還し
なかった。 
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ア 債権差押命令申し立てを行うも、連帯保証人の預貯金残高が僅少 
  平成３０年７月１７日に、代々木総合法律事務所より、連帯保証人の債務整
理に関する「受任通知」を受理した。しかし、連帯保証人の債務整理に向けた
手続きが一向に進まなかったことから、令和２年１２月に、区は連帯保証人を
相手に東京地方裁判所にて当該貸付の債権の存在確認の訴えを提起し、令和３
年１月２７日に区の請求を認容する判決が言い渡された。 
その後、区は債権差押命令を申し立て、東京地方裁判所より令和３年７月 

１５日付債権差押命令が送付されたが、連帯保証人の取引銀行であるりそな銀
行から東京地方裁判所に提出された陳述書により、連帯保証人の預貯金残高は
８０３円であることが判明した。そのため、区は債権差押手続きを取り下げ、
未償還額については、債権放棄の可否を債権等処理判定委員会に諮問すること

とした。 
 
イ 諮問１回目（結果「放棄反対」→債務整理対象の総債権額等の確認が必要）

 令和３年９月３日に開催された債権等処理判定委員会において、債権放棄議
案の事前承認について諮問した結果は「反対」であり、連帯保証人の代理人弁
護士に、債務整理対象となっている総債権者数や総債権金額を確認のうえ、次
回再度付議することとされた。その後、代理人弁護士より、総債権者数は１０
件、総債権金額は約２，７００万円である旨を聴取した。 

 
ウ 諮問２回目（結果「放棄反対」→連帯保証人の近況等の確認が必要） 
  令和４年１月１４日に開催された債権等処理判定委員会において、債権放棄

議案の事前承認につき再度諮問した結果は「反対」であり、連帯保証人の近況
等について、代理人弁護士を通じて追加調査が必要であるとされた。 
 

エ 諮問３回目（結果「放棄妥当」→破産費用の捻出困難、世帯収入は生活保護
基準をわずかに上回る程度） 
令和５年２月６日に、代々木総合法律事務所より、連帯保証人の代理人弁護

士の「辞任通知」を受理した。令和５年４月１０日に、練馬・市民と子ども法

律事務所より、連帯保証人の債務整理に関する「受任通知」を受理した。しか
し、連帯保証人の債務整理に向けた手続きが進まず、令和７年１１月１１日に
代理人弁護士に債務整理の進捗状況を確認したところ、連帯保証人との連絡を
密に取れず、破産費用の捻出も難しいようで、それほど進行していない様子で

あった。なお、仮に破産免責になったとしても、現在の連帯保証人の状況では
区への配当は見込めない旨を聴取した。 
令和７年１０月３日に連帯保証人宅を訪問し、本人と面会。連帯保証人の現

在の生活状況について聴取した。連帯保証人は現在も無職で、見るべき財産の
所有はなく、当該貸付を含む多額の債務について本人の資力で支払うことがで
きる状況ではなかった。また、本人の生活は妻の収入に頼らざるを得ない状況
で、本人と妻の世帯収入は生活保護基準額を４万円程上回る程度であった。仮
に妻の収入が途絶えた場合は、生活保護の受給に頼らざるを得なくなることが
想定されるため、令和７年１２月２５日開催の債権等処理判定委員会において
再度、債権放棄議案の事前承認について諮問し、放棄妥当との答申を得た。 

 

７ 放棄事由 

（１）借受人は死亡（平成２７年７月２日）。借受人の唯一の相続人である長男は、
当該貸付の連帯保証人。 
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（２）連帯保証人は、脊柱管狭窄症のため就労することができず、妻の収入のみで暮

らしており、見るべき財産の所有はない。連帯保証人と妻の世帯収入は、生活保
護基準額を４万円程上回る程度。 

（３）借受人については、足立区の債権の管理等に関する条例第１４条第４号、連帯
保証人については、同条例第１４条第５号に該当するものとして、地方自治法第
９６条第１項第１０号に基づき、議決事件として債権を放棄する。 

８ 債務者の償還経過と区の主な対応 

時期 対応内容 償還金納付状況 

平成 13年 4月～ 

平成 15年 9月 

① 償還開始当初から滞納。納付を促すた

めに、借受人に対して電話による催告を

実施。 

② 平成 14年に借受人が生花店を閉店。 

③ 借受人は病気による入退院を繰り返

し、約定金額での償還が困難となる。 

納付なし 

平成 15年 10月～ 

平成 27年 2月 

① 借受人との交渉により、月額 5,000 円

の分納約束。 

② 平成 15 年 10 月に初回納付（10,000

円）。その後は、5,000 円から 10,000 円

の範囲で、断続的に分納が継続。 

495,000円納付 

平成 27年 3月～ 

平成 30年 5月 

① 平成 27 年 3 月以降の納付が途絶え

る。平成 27 年 7 月に借受人が死亡。 

② 償還者を連帯保証人に変更し、連帯保

証人宛に 8 回の文書催告を実施。連帯保

証人は脊柱管狭窄症を発症し就労が困難

になったことや、当該貸付の他にも多額

の負債を抱えていることを理由に、一度

も償還せず。 

納付なし 

平成 30年 6月～ 

令和 2年 11月 

① 平成 30 年 7 月 17 日に代々木総合法律

事務所より、連帯保証人の債務整理に関

する「受任通知」を受理。 

② 連帯保証人の債務整理に向けた手続き

について進捗なし。 

納付なし 

令和 2年 12月～ 

令和 3年 8月 

① 令和 2 年 12 月に区は連帯保証人を相

手に東京地方裁判所にて当該貸付の債

権の存在確認の訴えを提起。 

② 令和 3 年 1 月 27 日に区の請求を認容

する判決が確定。 

 

 

 

納付なし 
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時期 対応内容 償還金納付状況 

令和 2年 12月～ 

令和 3年 8月 

 

③ 東京地方裁判所より令和 3 年 7 月 15

日付債権差押命令を受理。 

④ 連帯保証人の取引銀行から東京地方裁

判所に提出された陳述書により、連帯保

証人の預貯金残高は 803 円であること

が判明。 

納付なし 

 

 

令和 3年 9月～ 

令和 3年 12月 

① 令和 3 年 9 月 3 日に開催された債権

等処理判定委員会において、債権放棄

議案の事前承認について諮問した結果

は「反対」。 

② 連帯保証人の代理人弁護士に、債務整

理対象となっている総債権者数や総債権

金額を確認のうえ、次回の判定委員会に

再度諮問することになった。 

③ 代理人弁護士より、総債権者数は 10

件、総債権金額は約 2,700 万円である旨

を聴取。 

納付なし 

令和 4年 1月～ 

令和 5年 1月 

① 令和 4 年 1 月 14 日に開催された債権

等処理判定委員会において、債権放棄

議案の事前承認について諮問した結果

は「反対」。 

② 連帯保証人の近況等について、代理人

弁護士を通じて追加調査をしたうえで、

次回の判定委員会に再度諮問することに

なった。 

納付なし 

令和 5年 2月～ 

令和 7年 9月 

① 令和 5 年 2 月 6 日に代々木総合法律

事務所より、代理人弁護士の「辞任通

知」を受理。 

② 令和 5 年 4 月 10 日に練馬・市民と子

ども法律事務所より、連帯保証人の債

務整理に関する「受任通知」を受理。 

納付なし 

令和 7年 10月～ 

現在 

① 令和 7 年 10 月 3 日に連帯保証人宅を

訪問し、現在の生活状況について聴

取。 

② 連帯保証人は脊柱管狭窄症のため就労

することができず無職。見るべき財産の

所有はなく、当該貸付を含む多額の債務

について本人の資力で支払ことができる

状況ではなかった。 

納付なし 
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時期 対応内容 償還金納付状況 

令和 7年 10月～ 

現在 

③ 連帯保証人の生活は、妻の収入に頼

らざるを得ない状況で、連帯保証人と

妻の世帯収入は生活保護基準額を 4 万

円程上回る程度。 

④ 令和 7 年 11 月 11 日に連帯保証人の代

理人弁護士に債務整理の進捗状況を確

認。現在も連帯保証人との連絡を密に取

れず、破産費用の捻出も難しい模様。手

続きはそれほど進行していない様子。 

⑤ 代理人弁護士より、仮に破産免責にな

ったとしても、現在の連帯保証人の状況

では、区への配当を見込むことができな

い旨を聴取。 

⑥ 令和 7 年 12 月 25 日に開催された債

権等処理判定委員会において、債権放

棄議案の事前承認について諮問した結

果は「債権放棄が妥当」。 

⑦ 借受人については、足立区の債権の

管理等に関する条例第 14 条第 4 号「債

務者が死亡、失踪、行方不明その他こ

れに準ずる事情にあり、徴収の見込み

がないとき。」に該当する。 

⑧ 連帯保証人については、足立区の債

権の管理等に関する条例第 14 条第 5 号

「債務者が著しい生活困窮状態（生活

保護法の適用を受け、又はこれに準じ

る状態をいう。）にあり、支払いが困難

であると認められるとき。」に該当す

る。 

納付なし 
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